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全
日
本
仏
教
会
事
務
総
長

  

こ
の
た
び
、全
日
本
仏
教
会
事
務
総
長
を
拝
命
い
た
し
ま
し
た
木
全
和
博
で
ご
ざ
い
ま
す
。所
属
宗

派
は
真
宗
大
谷
派
で
す
。

  

ま
ず
初
め
に
、新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
よ
り
お
亡
く
な
り
に
な
り
ま
し
た
方
々
に
深
く
哀

悼
の
意
を
表
し
ま
す
と
と
も
に
、こ
の
世
界
的
大
流
行
が
、一
日
も
早
く
終
息
す
る
こ
と
を
念
じ
あ
げ

ま
す
。

  

世
界
中
で
猛
威
を
振
る
う
感
染
症
被
害
に
よ
っ
て
、様
々
な
活
動
が
制
限
さ
れ
、社
会
全
体
が
言
い

知
れ
ぬ
不
安
と
閉
塞
感
に
包
ま
れ
ま
し
た
。仏
教
会
に
と
り
ま
し
て
も
そ
の
影
響
は
深
刻
で
あ
り
、大

切
な
仏
法
弘
通
の
場
が
こ
れ
か
ら
ど
の
よ
う
に
変
容
し
て
い
く
の
か
、大
き
な
危
機
感
を
抱
い
て
お

り
ま
す
。

  

し
か
し
、か
か
る
危
機
的
な
状
況
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、仏
教
者
が
求
め
ら
れ
て
い
る
課
題
の
重
さ
を

感
じ
る
と
と
も
に
、時
代
社
会
に
相
応
す
る
仏
教
教
団
へ
の
再
生
の
機
会
が
与
え
ら
れ
て
い
る
と
も

思
う
の
で
あ
り
ま
す
。

  

当
面
す
る
諸
課
題
へ
の
取
り
組
み
を
決
意
す
る
と
共
に
、微
力
な
が
ら
全
力
を
尽
く
し
て
ま
い
り

ま
す
の
で
、皆
さ
ま
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を
衷
心
よ
り
お
願
い
申
し
上
げ
ま
し
て
、就
任
の
挨
拶
と
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

 

第
三
十
四
期
理
事
長
就
任
挨
拶

C O N T E N T S
全仏 646号

ぶっぽうそう法話
『名も知らぬ野草』 10
三浦 明利／光明寺住職（浄土真宗本願寺派）・シンガーソングライター

宗教法人の管理運営　10　　 11
宗教法人運営のための法律入門

木
全 
和
博

 

全
日
本
仏
教
会
理
事
長

　
こ
の
た
び
、第
34
期
理
事
長
の
職
を
拝
命
い
た
し
ま
し
た
。職
責
を
全
う
で
き
ま
す
よ
う
、皆
様
の

ご
協
力
を
い
た
だ
き
な
が
ら
努
力
し
て
ま
い
り
ま
す
の
で
、何
卒
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　
い
ま
、世
界
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
よ
り
多
く
の
方
が
亡
く
な
り
、感
染
者
は
増
加

し
続
け
て
い
ま
す
。各
国
で
は
社
会
的
、経
済
的
混
乱
が
起
こ
り
、人
々
は
先
の
見
え
な
い
不
安
と

新
し
い
生
活
様
式
に
戸
惑
い
を
感
じ
て
い
る
こ
と
と
存
じ
ま
す
。こ
の
感
染
症
の
特
徴
か
ら
、最
愛

の
人
が
苦
し
ん
で
い
て
も
傍
ら
で
手
を
握
る
こ
と
も
で
き
ず
、突
然
大
切
な
人
の
命
を
奪
わ
れ
た

方
は
、ご
遺
骨
に
な
る
ま
で
会
え
な
い
な
ど
、寄
り
添
い
、看
取
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
、ご
遺
族
、

関
係
者
、そ
し
て
僧
侶
に
と
っ
て
も
つ
ら
く
悲
し
い
こ
と
で
す
。

　
こ
れ
ま
で
仏
教
界
で
は
、人
と
人
の
関
係
性
、集
い
、祈
り
弔
う
儀
式
儀
礼
の
中
で
僧
侶
も
檀
信

徒
も
思
い
を
共
感
し
て
き
ま
し
た
。と
こ
ろ
が
、コ
ロ
ナ
禍
で
は
３
密
を
避
け
る
な
ど
、感
染
症
を
広

め
な
い
対
策
が
求
め
ら
れ
ま
す
。私
た
ち
僧
侶
は
、こ
の
コ
ロ
ナ
禍
に
お
い
て
、檀
信
徒
や
門
徒
、地

域
の
人
々
に
寄
り
添
い
な
が
ら
何
が
で
き
る
の
で
し
ょ
う
か
。何
を
す
べ
き
で
し
ょ
う
か
。

　
過
去
の
歴
史
に
お
い
て
も
、私
た
ち
仏
教
徒
は
幾
多
の
困
難
を
乗
り
越
え
、法
燈
を
守
っ
て
ま
い

り
ま
し
た
。皆
さ
ま
に
は
、今
一
度
、寺
院
は
檀
信
徒
や
門
徒
、地
域
の
人
々
の
た
め
の
存
在
で
あ
る

こ
と
。ま
た
、苦
難
に
あ
る
人
々
を
お
支
え
す
る
役
割
が
あ
る
こ
と
を
思
い
起
こ
し
て
い
た
だ
き
、全

日
本
仏
教
会
は
全
一
仏
教
運
動
の
も
と
宗
派
を
超
え
て
団
結
し
、こ
の
苦
難
に
立
ち
向
か
っ
て
い
け

る
よ
う
お
力
添
え
を
い
た
だ
き
た
い
と
存
じ
ま
す
。

　
皆
さ
ま
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を
賜
り
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
、就
任
の
挨
拶
と
い
た
し
ま
す
。

第
三
十
四
期
事
務
総
長
就
任
挨
拶

戸
松 

義
晴

戸松 義晴／本会第34期理事長／浄土宗
木全 和博／本会第34期事務総長／真宗大谷派

特　集 4

「コロナ禍に向き合う」

本会からの報告 8
・第28回理事会
・第9回評議員会
・第29回理事会
・新型コロナウイルス感染症への本会の取り組み
・救援基金及び新賛助会員紹介
・無料法律相談／税金なんでも相談

 ～新型コロナウイルス感染症に対する宗派の対応～
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2
0
1
9
年
12
月
に
発
生
し
た
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
症
（
C
O
V
I
D

｜

19
）。

　
年
が
明
け
、
100
年
前
の
ス
ペ
イ
ン
風
邪
以
来
と
も

言
わ
れ
る
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
が
世
界
に
広
が
る
中
、
日

本
に
お
い
て
は
4
月
7
日
に
緊
急
事
態
宣
言
が
発
令

さ
れ
、
３
つ
の
密
を
避
け
る
た
め
外
出
の
自
粛
や
店

舗
の
休
業
、
学
校
の
休
校
や
イ
ベ
ン
ト
の
開
催
制
限

な
ど
、
人
々
の
生
活
が
制
限
さ
れ
る
と
い
う
未
曾
有

の
事
態
と
な
り
ま
し
た
。

　
こ
の
影
響
は
実
際
に
人
々
が
会
っ
て
語
ら
う
こ
と

を
大
事
に
し
て
き
た
宗
教
界
に
も
及
び
、
葬
儀
の
規

模
の
縮
小
や
法
要
の
中
止
や
延
期
を
余
儀
な
く
さ
れ

た
と
こ
ろ
も
多
く
あ
り
ま
す
。

　
本
会
で
は
、
通
常
の
宗
教
活
動
が
出
来
な
く
な
っ

た
４
月
か
ら
緊
急
事
態
宣
言
が
解
除
さ
れ
た
５
月
末

ま
で
、
加
盟
団
体
が
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
対
応
を
取
っ
て
い
る
か
、
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
上
に
情
報
を
集
約
し
て
き
ま
し
た
。
政

府
の
要
請
に
従
っ
て
止
む
な
く
お
寺
の
門
を
閉
め
た

り
、
オ
ン
ラ
イ
ン
上
で
法
話
や
写
経
を
自
粛
中
の
人

々
に
勧
め
る
な
ど
、
各
宗
派
が
様
々
に
取
り
組
ん
で

き
た
様
が
見
て
取
れ
ま
す
。

　
本
号
の
『
全
仏
』
で
は
、
こ
う
し
た
活
動
を
記
録
に

留
め
る
と
と
も
に
、
感
染
者
数
が
再
び
増
え
る
可
能
性

の
高
い
今
後
の
参
考
と
な
る
よ
う
に
紹
介
し
ま
す
。

コ
ロ
ナ
禍
に

　
　
　向
き
合
う

コ
ロ
ナ
禍
に

　
　
　向
き
合
う
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　新型コロナウイルス感染症の蔓延を受け、天台宗としましては一般の方々に対しましては、公式ホームページに
宗務総長の声明を掲載。宗祖伝教大師のご誓願、御教えを体し、未曾有の事態の中にあっても、全ての人々が助け
合い支え合って、誰一人漏らすことなくよりよく生きることのできる「with コロナ」の新たな社会を心を合わせて
作り上げてまいりましょうと発信致しました。
　宗内寺院に対しましては、寺院住職の法要等、諸行事執行判断の基
準としていただくため、感染拡大の現状を踏まえた諸行事の執行につ
いてのガイドラインを示しました。
　今後も、感染症拡大の状況を注視し、その時々に必要な対応を継続
してまいります。
　また、天台宗の役職員により、簡易防護服作製支援プロジェクトに
参画。感染のリスクを抱えながらも最前線で医療に従事いただいてい
る皆様を少しでも支援するべく、今現在も作製を継続しています。

防護服作りの様子

天台宗

高野山真言宗

高野山真言宗　宗務総長　添田隆昭
1）葬儀や法事の中止
　縮小によって経済的打撃を蒙った末寺が多いので、来年度の宗費の2
割を減額する。本山においても参詣者が途絶し、収入が激減したので役
員給与を削減し、職員を2交替制とし人件費の圧縮を図り、出来る限り会
議・行事・出張等を中止した。病魔退散・横死者追悼の法会は参列者無し
で執行しユーチューブにて実況中継したが、17万人が観てくれた。お盆
の棚経参りでは、檀信徒宅を訪問する時の注意点を各末寺に送付した。

2）既に進行していた葬儀　
　法事の簡略化はコロナ禍によって加速した感があり、元に戻ることは無い。今後は、住職が如何にして檀信徒の信
頼を得られるか、ますます住職の宗教的人格の高さが問われる時代となる。

コロナ禍対策について

真言宗智山派
真言宗智山派災害対策本部　教化部時局対策課

　コロナ禍が発生して以降、真言宗智山派宗務庁 総本山智積院では、新型コロナウイルス感染拡大防止対策を徹底することとし、
勤務体制を変更、会議、諸行事、拝観の延期や中止の対応をとりました。先の見えない状況の中で不安な日々を過ごされている方々
のためにも、僧侶としてできることの一つとし、毎朝の勤行において、「疫病退散」の御祈念をさせていただいております。
　参拝者に対しては、「新型コロナウイルス感染症についての理解とその対策」という内容でホームページなどに掲載し、注意喚起
を行いました。また、本宗教師の有識者のご意見を基に、宗内末寺に対しても一つの提案として、我々僧侶もクラスターを起こす３
条件に当てはまると考えられる葬儀、法事等をどのように対応したらよいかという内容の「寺院における新型コロナウイルス感染
症の対応について」を周知させていただきました。
　このような状況の中で本宗僧侶は葬儀、法事等にどう向き合うべきか。葬儀はやり場のない悲しみや苦しみを感じている遺族が
仏の慈悲を求める場でもあります。宗教的信念をもって故人に向かい、遺された者の不安を取り除くために葬儀を執行する。僧侶
は誠心誠意で葬儀、法事に臨み、檀信徒との絆を深め、心の支えとなる存在であってほしいと思います。
　今後、感染防止の観点から接触を避けることが最も重要であることから、TV会議システムやWeb会議システムを活用した、会
議、講習会を行っていくようにします。
　参拝者に対しても移動規制が解除され、徐々に観光客が増えてきていることから本山に安心して参拝いただける環境づくりを
徹底し、宗内末寺、檀信徒が安心して仏事が行えるよう情報提供を強化していきたいと考えております。
　新型コロナウイルス感染症の早期終息と、新型コロナウイルス感染症に罹患された方々のご快復をご祈念いたします。

合掌

「アフターコロナ　今、宗教の本質が問われるとき」

真言宗豊山派
　真言宗豊山派では、 寺院での行事に対して 檀信徒の健康を最大限尊守 するべく、 医学界でも 活躍
をしている 本宗派教師の二師に依頼し作成した「法要時の新型コロナウイルス感染拡大を防止するた
めの指針」を各寺院に配布させていただいた。
　そして、総本山長谷寺からは、古来より伝わる神聖な護符が、 檀信徒へのお守りとして授与できる
ようにと、各寺院に施与された。
　コロナ禍において、本宗派の取り組みは、 真言宗豊山派檀信徒への宗教的安心と健康面への配慮 、
つまり聖俗の両面から安寧を願った取り組みである。
　コロナ禍の影響が長く続けば 、 葬儀の簡素化などの寺離れと呼ばれる 風潮が 、 より一層加速するで
あろうことは想像に難くない 。
　このような事態の中であるからこそ 、 社会に対する寺院の役割を再確認し、僧侶一人ひとりが時代
に応じた教化を模索し続けることが肝要である。

〜
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に

　
　
　
　
　
　
　対
す
る
宗
派
の
対
応
〜

〜
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に

　
　
　
　
　
　
　対
す
る
宗
派
の
対
応
〜

特
　集

～新型コロナウイルス感染症に対する宗派の対応～コロナ禍に向き合う特 集



　
2
0
1
9
年
12
月
に
発
生
し
た
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
症
（
C
O
V
I
D

｜

19
）。

　
年
が
明
け
、
100
年
前
の
ス
ペ
イ
ン
風
邪
以
来
と
も

言
わ
れ
る
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
が
世
界
に
広
が
る
中
、
日

本
に
お
い
て
は
4
月
7
日
に
緊
急
事
態
宣
言
が
発
令

さ
れ
、
３
つ
の
密
を
避
け
る
た
め
外
出
の
自
粛
や
店

舗
の
休
業
、
学
校
の
休
校
や
イ
ベ
ン
ト
の
開
催
制
限

な
ど
、
人
々
の
生
活
が
制
限
さ
れ
る
と
い
う
未
曾
有

の
事
態
と
な
り
ま
し
た
。

　
こ
の
影
響
は
実
際
に
人
々
が
会
っ
て
語
ら
う
こ
と

を
大
事
に
し
て
き
た
宗
教
界
に
も
及
び
、
葬
儀
の
規

模
の
縮
小
や
法
要
の
中
止
や
延
期
を
余
儀
な
く
さ
れ

た
と
こ
ろ
も
多
く
あ
り
ま
す
。

　
本
会
で
は
、
通
常
の
宗
教
活
動
が
出
来
な
く
な
っ

た
４
月
か
ら
緊
急
事
態
宣
言
が
解
除
さ
れ
た
５
月
末

ま
で
、
加
盟
団
体
が
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
対
応
を
取
っ
て
い
る
か
、
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
上
に
情
報
を
集
約
し
て
き
ま
し
た
。
政

府
の
要
請
に
従
っ
て
止
む
な
く
お
寺
の
門
を
閉
め
た

り
、
オ
ン
ラ
イ
ン
上
で
法
話
や
写
経
を
自
粛
中
の
人

々
に
勧
め
る
な
ど
、
各
宗
派
が
様
々
に
取
り
組
ん
で

き
た
様
が
見
て
取
れ
ま
す
。

　
本
号
の
『
全
仏
』
で
は
、
こ
う
し
た
活
動
を
記
録
に

留
め
る
と
と
も
に
、
感
染
者
数
が
再
び
増
え
る
可
能
性

の
高
い
今
後
の
参
考
と
な
る
よ
う
に
紹
介
し
ま
す
。

コ
ロ
ナ
禍
に

　
　
　向
き
合
う

コ
ロ
ナ
禍
に

　
　
　向
き
合
う

4全仏 No.646
Z E N B U T S U

5全仏 No.646
Z E N B U T S U

　新型コロナウイルス感染症の蔓延を受け、天台宗としましては一般の方々に対しましては、公式ホームページに
宗務総長の声明を掲載。宗祖伝教大師のご誓願、御教えを体し、未曾有の事態の中にあっても、全ての人々が助け
合い支え合って、誰一人漏らすことなくよりよく生きることのできる「with コロナ」の新たな社会を心を合わせて
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　宗内寺院に対しましては、寺院住職の法要等、諸行事執行判断の基
準としていただくため、感染拡大の現状を踏まえた諸行事の執行につ
いてのガイドラインを示しました。
　今後も、感染症拡大の状況を注視し、その時々に必要な対応を継続
してまいります。
　また、天台宗の役職員により、簡易防護服作製支援プロジェクトに
参画。感染のリスクを抱えながらも最前線で医療に従事いただいてい
る皆様を少しでも支援するべく、今現在も作製を継続しています。
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割を減額する。本山においても参詣者が途絶し、収入が激減したので役
員給与を削減し、職員を2交替制とし人件費の圧縮を図り、出来る限り会
議・行事・出張等を中止した。病魔退散・横死者追悼の法会は参列者無し
で執行しユーチューブにて実況中継したが、17万人が観てくれた。お盆
の棚経参りでは、檀信徒宅を訪問する時の注意点を各末寺に送付した。

2）既に進行していた葬儀　
　法事の簡略化はコロナ禍によって加速した感があり、元に戻ることは無い。今後は、住職が如何にして檀信徒の信
頼を得られるか、ますます住職の宗教的人格の高さが問われる時代となる。

コロナ禍対策について
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　コロナ禍が発生して以降、真言宗智山派宗務庁 総本山智積院では、新型コロナウイルス感染拡大防止対策を徹底することとし、
勤務体制を変更、会議、諸行事、拝観の延期や中止の対応をとりました。先の見えない状況の中で不安な日々を過ごされている方々
のためにも、僧侶としてできることの一つとし、毎朝の勤行において、「疫病退散」の御祈念をさせていただいております。
　参拝者に対しては、「新型コロナウイルス感染症についての理解とその対策」という内容でホームページなどに掲載し、注意喚起
を行いました。また、本宗教師の有識者のご意見を基に、宗内末寺に対しても一つの提案として、我々僧侶もクラスターを起こす３
条件に当てはまると考えられる葬儀、法事等をどのように対応したらよいかという内容の「寺院における新型コロナウイルス感染
症の対応について」を周知させていただきました。
　このような状況の中で本宗僧侶は葬儀、法事等にどう向き合うべきか。葬儀はやり場のない悲しみや苦しみを感じている遺族が
仏の慈悲を求める場でもあります。宗教的信念をもって故人に向かい、遺された者の不安を取り除くために葬儀を執行する。僧侶
は誠心誠意で葬儀、法事に臨み、檀信徒との絆を深め、心の支えとなる存在であってほしいと思います。
　今後、感染防止の観点から接触を避けることが最も重要であることから、TV会議システムやWeb会議システムを活用した、会
議、講習会を行っていくようにします。
　参拝者に対しても移動規制が解除され、徐々に観光客が増えてきていることから本山に安心して参拝いただける環境づくりを
徹底し、宗内末寺、檀信徒が安心して仏事が行えるよう情報提供を強化していきたいと考えております。
　新型コロナウイルス感染症の早期終息と、新型コロナウイルス感染症に罹患された方々のご快復をご祈念いたします。
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「アフターコロナ　今、宗教の本質が問われるとき」

真言宗豊山派
　真言宗豊山派では、 寺院での行事に対して 檀信徒の健康を最大限尊守 するべく、 医学界でも 活躍
をしている 本宗派教師の二師に依頼し作成した「法要時の新型コロナウイルス感染拡大を防止するた
めの指針」を各寺院に配布させていただいた。
　そして、総本山長谷寺からは、古来より伝わる神聖な護符が、 檀信徒へのお守りとして授与できる
ようにと、各寺院に施与された。
　コロナ禍において、本宗派の取り組みは、 真言宗豊山派檀信徒への宗教的安心と健康面への配慮 、
つまり聖俗の両面から安寧を願った取り組みである。
　コロナ禍の影響が長く続けば 、 葬儀の簡素化などの寺離れと呼ばれる 風潮が 、 より一層加速するで
あろうことは想像に難くない 。
　このような事態の中であるからこそ 、 社会に対する寺院の役割を再確認し、僧侶一人ひとりが時代
に応じた教化を模索し続けることが肝要である。
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　右の言葉は、蓮如上人の『御文章』の一節をもと

にしたものです。延徳4年（1492）に疫病が流行し、

多くの人々が亡くなったことを受けて、上人はこれを

お書きになりました。

　いま現在、世界中で新型コロナウイルスに感染して

多くの方が亡くなっておられることを思うと、たいへ

ん厳しい言葉です。しかし、蓮如上人は、決して、亡

くなった方やその家族の心情を無視されたわけではな

く、また、医療の努力を無駄なことだとしてこのよう

なことをおっしゃったのではありません。

　生まれてきたものは、必ず死んでいくという、いの

ちの真実を鋭く指摘されているのです。

　しかしその真実を受けとめられないのが私の現実です。

そのような私であることを見抜き、そのままの姿で救

うと今ここではたらいておられるのが、阿弥陀如来

という仏さまのお慈悲です。

　そのような阿弥陀如来の救いに出遇ったことを喜

び、感謝のお念仏を称えながら、生きて死ぬいのち

を精いっぱい生きていく道があります。

れんにょしょうにん

えんとく えきびょう

じ　ひ

あ み だ にょ ら い

で　あ

とな

ごぶんしょう

ポスターのデータと
メッセージの詳細は
ホームページに掲載しています。

浄土真宗本願寺派（西本願寺）

　情報発信として「人権への配慮」（4/8付）や宗務総長のメッセージ（4/30付）、寺院関係者向けの情報提供と
して「行事開催等の基本方針」（2/26付）や浄土宗総合研究所「法要等の執行にあたってのガイドライン」（4/9
付）を作成しました。寺院支援として、一宗課金報奨金交付期限延長や建物
共済保障期間特例措置。研修会等でオンラインシステムの積極的活用。特
に「密」が懸念される道場は、関係者全員ＰＣＲ検査を実施するなど万難を
排して臨みます。また、教化冊子を寺院に無償頒布。公式サイトで一般向け
コンテンツの提供や、本宗僧侶等の資料を紹介しています。
　本宗寺院の声を受けて、今すぐ出来る支援や対策は速やかに行っており
ますが、より具体的に課題や需要へ応えるため、７月中旬に本宗寺院宛に
「寺院収入への影響を調査するアンケート」を実施しております。その結果
を踏まえて、規程の提案や補正予算計上も含め、さらに取り組みを進めて
まいります。

　浄土真宗本願寺派では、新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、４月に
総長から「念仏者」としての声明を公表するとともに、少しでも安心してこの事
態に向き合っていくための一助になって欲しいとの思いから、本願寺新報（門
信徒の方々へ向けた新聞）を活用して、すべての人へ向けたメッセージポス
ター（第１弾～第４弾）を制作し発信いたしました。そしてこの取り組みが、一
般生活者向けの「伝わる伝道」になっているかの調査を行いました。
　また、総額４億８千万円規模の寺院支援策として、教化活動をはじめとする
寺院活動の一助とすべく「寺院教化助成費」及び文書伝道や教学研鑽等に活用してもらうための「本願寺出版社商
品購入券」を全寺院へ交付いたしました。
　先の見えない不安な世の中にあって、伝道教団として適切にして創意工夫を凝らした取り組みが求められてい
ます。新しく「新型コロナウイルス感染症対策と宗務に関する企画推進会議」を設置し、今後の課題と方向性及び
コロナ収束後の世界と宗教の在り方等を検討するなど、現在誠意対応に努めています。

臨済宗妙心寺派

　本宗派の対外的な取り組みとして、3 月 31 日に妙心寺ホームページへ管長猊下のおことばを動画で掲載し
ました。また4月8日には妙心寺ホームページへ宗務総長声明文を掲載。政府の緊急事態宣言の発出と外出自粛
要請が出されたことによって、自宅で過ごす時間 が増えたこと、また行事が相次いで中止となる中、動画を用い
ての布教手段として、4月14日に第1回目岩浅常任布教師による法話動画をYoutubeに掲載を始め、現在第4回
までの動画を公開しています。他には無相教会師範による花園流御詠歌の奉詠動画や「コロナに負けるな！」特
設ページを設置して人権メッセージ等の情報発信、ZOOM坐禅会の情報提供を行っています。
　更に4月14日から6月末日までの間、「おうち写経」として 写経用紙を無償で5種類お一人1回3枚までお送り
する取り組みを開始し、583 件のお申し込みをいただきマスコミでも多数紹介されました。
いずれの活動もコロナ禍において、おかげさまの心を持って人々に安らぎを与えること、そして継続可能な取り
組みを推進しております。本宗派は今後も人々の心に寄り添いお役に立てる宗派として歩んで参ります。

　真宗大谷派では、新型コロナウイルス感染症により、これまで人と人とが出会うことを大切にしてきた宗門活動から
大きな転換期を迎えています。感染症を契機に、宗派では「いま、あなたに届けたい法話」と題した法話や子どもたちへの
絵本の読み聞かせの動画配信など、インターネットを活用した新たな取り組みを始めました。
　感染症の拡大は、人と人との出会いに制限をかけるものですが、今後
は、「集まっての教化」、「出向いての教化」、「届ける教化」、それぞれの良さ
を活かし、一ヵ寺一ヵ寺が一人ひとりへ丁寧に教えを届けていくことを
大切にしていきたいと考えています。
　また、感染症の拡大を受け、３月には宗務総長からご門徒に向けてメッ
セージの発信を行い、４月には「法要（葬儀・法事等）における新型コロナ
ウイルス感染症の感染防止に向けての宗派指針」を発表し、全国の寺院・
教会とともに、感染の防止に努めています。
【いま、あなたに届けたい法話　https://jodo-shinshu.info/ima_howa/】

「いま、あなたに届けたい法話」の動画配信の様子

臨済宗妙心寺派の新型コロナウイルス感染症に対する対外的な取り組みについて

曹洞宗
　国際布教総監部・国際センターによる合同企画として、広がりと繋がり、そし
て心の安寧を感じてもらうため、新型コロナウイルス感染症でお亡くなりにな
られた方々のご冥福、闘病中の方々のご快復と一日も早い事態の収束を祈り、
世界各地より108名の僧侶が声を合わせて日本語と英語で般若心経をお唱え
する動画「みんなで唱えよう～般若心経～」をYouTubeにて配信しました。
全国曹洞宗青年会では、疫病退散、病気平癒、早期終息を祈願し、新型コロナ退
散祈願オンライン法要を執り行い、また、お寺での坐禅会が難しい状況である
ことから、Zoomによるオンライン坐禅会を開催しました。
いずれも多くの方にご視聴・ご参加いただきました。感染の脅威から解放され
た生活が戻ってくることが一番ですが、その見通しが立たない今、ＳＮＳを通
じた情報発信と新たな生活様式に合わせた布教教化活動を展開していく予定
です。

オンライン法要

「みんなで唱えよう～般若心経～」英語

日蓮宗

〇全国７４管区宗務所へ、イベントや行事等の参加や開催における注意喚起。
〇宗務役職員の時短・交代勤務。
〇教育機関開設の中止を決定。
・令和二年度第一期・第二期・第三期信行道場→中止
・外国語（英語）信行道場→中止
・令和二年度第五十九回日蓮宗布教研修所開設→中止
・令和二年度第一回僧道林→中止
・令和二年度声明師養成講習所→中止
・令和二年度布教院→中止
〇「新型コロナウイルス感染症に関する葬儀・法要等について」と題し、新型コロナウイルス感染症の基礎知識はじ
めコロナ禍における特に３密を避けた法務の執り行い方を周知。
〇日蓮宗ウェブサイト上にて『Stay Home』と題し、子ども向けのものとしては折り紙・塗り絵・写仏・怪談話等を、
またオンライン唱題行や法話といったコンテンツを掲載。特にオンライン唱題行は好評で現在も定期的に開催中。
〇庁舎内での会議開催にあたり、ビデオアプリZOOMの活用を開始。
〇全国７４管区への「管区支援給付金（案）」として総額１億円の給付を検討中。
〇全国寺院に向けた具体的な支援策を継続して検討中（詳細は未決定）。
〇コロナ禍における私たちはどのような心構えをもって平穏な日常を取り戻すのかについて、中川法政宗務総長が声
明文にてお示ししておりますので、添付します。

新型コロナウィルスに関する声明文

－命を護ることは、心を護り強く生きる力を得ること－

日蓮宗宗務総長　中　川　法　政

今般の新型コロナウィルス感染症によってお亡くなりになられた方々並びにご遺族の皆様には謹んで

哀悼の意を表し、心よりお悔やみ申し上げます。また、罹患され闘病の中におられる皆様には心より

お見舞い申し上げます。更には、自ら感染のリスクがある中、懸命に治療及び介護にご尽力されてい

る医療従事者の方々に深い敬意と感謝を申し上げます。　

この目に見えない恐怖との戦いは、私達人類に課せられた試練であります。国や人種といった境界を

越え、今こそ一丸となる時です。私達は一人ひとり異なる存在ではありますが、心を同じくすること

で必ずやこの難局を乗り越えることができるはずです。

しかし、このような環境下に於いては不安や恐怖が人の心に忍び寄り、社会秩序の崩壊、感染者に対

する差別や利己的な行動といった「不和」を引き起こします。この「不和」は、あらゆる争いの元凶

であり、最も忌むべきものです。出口のない不安の中、新型コロナウィルスに関する報道や風評、流

言といった様々な発信により、不安や恐怖感が大きく広がっております。これにより、心の弱い人々

は必要以上に恐怖心が煽られてしまい、上記のような「不和」が生まれ、争いや疑心暗鬼が生じてし

まいます。これでは、この病が収束しても、人と人との間に生まれた「不和」を回復することは非常

に困難です。心が壊れ、相互不信が生じた中で、再生は望めません。

この病の流行の中「命を護る」ということは、心を護り、生活を護るということです。生活とは家族

であり、家庭であり仕事であります。それぞれが自分の生命と同じようにかけがえのないものです。

生命さえあれば立ち直れるという人がいますが、自分一人生き残った人に、その言葉は残酷でありま

す。それぞれにとって、生命に匹敵する大切なものを護る勇気を我々は伝えなければなりません。自

粛や我慢の中に希望の燈を灯さなければなりません。この燈こそ、強い信仰心であり、お題目による

エネルギーなのです。

皆様が持つ浄い心を以て、他者に思いを寄せ、冷静に適切な行動を心掛けましょう。これが人々を、

延いては社会全体を救う一歩へと繋がります。私たちが暮らすこの世界は、数多の繋がりの中で生き

る慶びに満ちております。この素晴らしい世界を取り戻す為、異体同心して心を繋ぎ合い、困難を乗

り越えて参りましょう。

２０２０（令和２）年４月１７日

新型コロナウイルス発生以降の宗派対応

特 集 ～新型コロナウイルス感染症に対する宗派の対応～コロナ禍に向き合う



浄土宗

浄土真宗本願寺派

真宗大谷派

6全仏 No.646
Z E N B U T S U

7全仏 No.646
Z E N B U T S U

　右の言葉は、蓮如上人の『御文章』の一節をもと

にしたものです。延徳4年（1492）に疫病が流行し、

多くの人々が亡くなったことを受けて、上人はこれを

お書きになりました。

　いま現在、世界中で新型コロナウイルスに感染して

多くの方が亡くなっておられることを思うと、たいへ

ん厳しい言葉です。しかし、蓮如上人は、決して、亡

くなった方やその家族の心情を無視されたわけではな

く、また、医療の努力を無駄なことだとしてこのよう

なことをおっしゃったのではありません。

　生まれてきたものは、必ず死んでいくという、いの

ちの真実を鋭く指摘されているのです。

　しかしその真実を受けとめられないのが私の現実です。

そのような私であることを見抜き、そのままの姿で救

うと今ここではたらいておられるのが、阿弥陀如来

という仏さまのお慈悲です。

　そのような阿弥陀如来の救いに出遇ったことを喜

び、感謝のお念仏を称えながら、生きて死ぬいのち

を精いっぱい生きていく道があります。

れんにょしょうにん

えんとく えきびょう

じ　ひ

あ み だ にょ ら い

で　あ

とな

ごぶんしょう

ポスターのデータと
メッセージの詳細は
ホームページに掲載しています。

浄土真宗本願寺派（西本願寺）

　情報発信として「人権への配慮」（4/8付）や宗務総長のメッセージ（4/30付）、寺院関係者向けの情報提供と
して「行事開催等の基本方針」（2/26付）や浄土宗総合研究所「法要等の執行にあたってのガイドライン」（4/9
付）を作成しました。寺院支援として、一宗課金報奨金交付期限延長や建物
共済保障期間特例措置。研修会等でオンラインシステムの積極的活用。特
に「密」が懸念される道場は、関係者全員ＰＣＲ検査を実施するなど万難を
排して臨みます。また、教化冊子を寺院に無償頒布。公式サイトで一般向け
コンテンツの提供や、本宗僧侶等の資料を紹介しています。
　本宗寺院の声を受けて、今すぐ出来る支援や対策は速やかに行っており
ますが、より具体的に課題や需要へ応えるため、７月中旬に本宗寺院宛に
「寺院収入への影響を調査するアンケート」を実施しております。その結果
を踏まえて、規程の提案や補正予算計上も含め、さらに取り組みを進めて
まいります。

　浄土真宗本願寺派では、新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、４月に
総長から「念仏者」としての声明を公表するとともに、少しでも安心してこの事
態に向き合っていくための一助になって欲しいとの思いから、本願寺新報（門
信徒の方々へ向けた新聞）を活用して、すべての人へ向けたメッセージポス
ター（第１弾～第４弾）を制作し発信いたしました。そしてこの取り組みが、一
般生活者向けの「伝わる伝道」になっているかの調査を行いました。
　また、総額４億８千万円規模の寺院支援策として、教化活動をはじめとする
寺院活動の一助とすべく「寺院教化助成費」及び文書伝道や教学研鑽等に活用してもらうための「本願寺出版社商
品購入券」を全寺院へ交付いたしました。
　先の見えない不安な世の中にあって、伝道教団として適切にして創意工夫を凝らした取り組みが求められてい
ます。新しく「新型コロナウイルス感染症対策と宗務に関する企画推進会議」を設置し、今後の課題と方向性及び
コロナ収束後の世界と宗教の在り方等を検討するなど、現在誠意対応に努めています。

臨済宗妙心寺派

　本宗派の対外的な取り組みとして、3 月 31 日に妙心寺ホームページへ管長猊下のおことばを動画で掲載し
ました。また4月8日には妙心寺ホームページへ宗務総長声明文を掲載。政府の緊急事態宣言の発出と外出自粛
要請が出されたことによって、自宅で過ごす時間 が増えたこと、また行事が相次いで中止となる中、動画を用い
ての布教手段として、4月14日に第1回目岩浅常任布教師による法話動画をYoutubeに掲載を始め、現在第4回
までの動画を公開しています。他には無相教会師範による花園流御詠歌の奉詠動画や「コロナに負けるな！」特
設ページを設置して人権メッセージ等の情報発信、ZOOM坐禅会の情報提供を行っています。
　更に4月14日から6月末日までの間、「おうち写経」として 写経用紙を無償で5種類お一人1回3枚までお送り
する取り組みを開始し、583 件のお申し込みをいただきマスコミでも多数紹介されました。
いずれの活動もコロナ禍において、おかげさまの心を持って人々に安らぎを与えること、そして継続可能な取り
組みを推進しております。本宗派は今後も人々の心に寄り添いお役に立てる宗派として歩んで参ります。

　真宗大谷派では、新型コロナウイルス感染症により、これまで人と人とが出会うことを大切にしてきた宗門活動から
大きな転換期を迎えています。感染症を契機に、宗派では「いま、あなたに届けたい法話」と題した法話や子どもたちへの
絵本の読み聞かせの動画配信など、インターネットを活用した新たな取り組みを始めました。
　感染症の拡大は、人と人との出会いに制限をかけるものですが、今後
は、「集まっての教化」、「出向いての教化」、「届ける教化」、それぞれの良さ
を活かし、一ヵ寺一ヵ寺が一人ひとりへ丁寧に教えを届けていくことを
大切にしていきたいと考えています。
　また、感染症の拡大を受け、３月には宗務総長からご門徒に向けてメッ
セージの発信を行い、４月には「法要（葬儀・法事等）における新型コロナ
ウイルス感染症の感染防止に向けての宗派指針」を発表し、全国の寺院・
教会とともに、感染の防止に努めています。
【いま、あなたに届けたい法話　https://jodo-shinshu.info/ima_howa/】

「いま、あなたに届けたい法話」の動画配信の様子

臨済宗妙心寺派の新型コロナウイルス感染症に対する対外的な取り組みについて

曹洞宗
　国際布教総監部・国際センターによる合同企画として、広がりと繋がり、そし
て心の安寧を感じてもらうため、新型コロナウイルス感染症でお亡くなりにな
られた方々のご冥福、闘病中の方々のご快復と一日も早い事態の収束を祈り、
世界各地より108名の僧侶が声を合わせて日本語と英語で般若心経をお唱え
する動画「みんなで唱えよう～般若心経～」をYouTubeにて配信しました。
全国曹洞宗青年会では、疫病退散、病気平癒、早期終息を祈願し、新型コロナ退
散祈願オンライン法要を執り行い、また、お寺での坐禅会が難しい状況である
ことから、Zoomによるオンライン坐禅会を開催しました。
いずれも多くの方にご視聴・ご参加いただきました。感染の脅威から解放され
た生活が戻ってくることが一番ですが、その見通しが立たない今、ＳＮＳを通
じた情報発信と新たな生活様式に合わせた布教教化活動を展開していく予定
です。

オンライン法要

「みんなで唱えよう～般若心経～」英語

日蓮宗

〇全国７４管区宗務所へ、イベントや行事等の参加や開催における注意喚起。
〇宗務役職員の時短・交代勤務。
〇教育機関開設の中止を決定。
・令和二年度第一期・第二期・第三期信行道場→中止
・外国語（英語）信行道場→中止
・令和二年度第五十九回日蓮宗布教研修所開設→中止
・令和二年度第一回僧道林→中止
・令和二年度声明師養成講習所→中止
・令和二年度布教院→中止
〇「新型コロナウイルス感染症に関する葬儀・法要等について」と題し、新型コロナウイルス感染症の基礎知識はじ
めコロナ禍における特に３密を避けた法務の執り行い方を周知。
〇日蓮宗ウェブサイト上にて『Stay Home』と題し、子ども向けのものとしては折り紙・塗り絵・写仏・怪談話等を、
またオンライン唱題行や法話といったコンテンツを掲載。特にオンライン唱題行は好評で現在も定期的に開催中。
〇庁舎内での会議開催にあたり、ビデオアプリZOOMの活用を開始。
〇全国７４管区への「管区支援給付金（案）」として総額１億円の給付を検討中。
〇全国寺院に向けた具体的な支援策を継続して検討中（詳細は未決定）。
〇コロナ禍における私たちはどのような心構えをもって平穏な日常を取り戻すのかについて、中川法政宗務総長が声
明文にてお示ししておりますので、添付します。

新型コロナウィルスに関する声明文

－命を護ることは、心を護り強く生きる力を得ること－

日蓮宗宗務総長　中　川　法　政

今般の新型コロナウィルス感染症によってお亡くなりになられた方々並びにご遺族の皆様には謹んで

哀悼の意を表し、心よりお悔やみ申し上げます。また、罹患され闘病の中におられる皆様には心より

お見舞い申し上げます。更には、自ら感染のリスクがある中、懸命に治療及び介護にご尽力されてい

る医療従事者の方々に深い敬意と感謝を申し上げます。　

この目に見えない恐怖との戦いは、私達人類に課せられた試練であります。国や人種といった境界を

越え、今こそ一丸となる時です。私達は一人ひとり異なる存在ではありますが、心を同じくすること

で必ずやこの難局を乗り越えることができるはずです。

しかし、このような環境下に於いては不安や恐怖が人の心に忍び寄り、社会秩序の崩壊、感染者に対

する差別や利己的な行動といった「不和」を引き起こします。この「不和」は、あらゆる争いの元凶

であり、最も忌むべきものです。出口のない不安の中、新型コロナウィルスに関する報道や風評、流

言といった様々な発信により、不安や恐怖感が大きく広がっております。これにより、心の弱い人々

は必要以上に恐怖心が煽られてしまい、上記のような「不和」が生まれ、争いや疑心暗鬼が生じてし

まいます。これでは、この病が収束しても、人と人との間に生まれた「不和」を回復することは非常

に困難です。心が壊れ、相互不信が生じた中で、再生は望めません。

この病の流行の中「命を護る」ということは、心を護り、生活を護るということです。生活とは家族

であり、家庭であり仕事であります。それぞれが自分の生命と同じようにかけがえのないものです。

生命さえあれば立ち直れるという人がいますが、自分一人生き残った人に、その言葉は残酷でありま

す。それぞれにとって、生命に匹敵する大切なものを護る勇気を我々は伝えなければなりません。自

粛や我慢の中に希望の燈を灯さなければなりません。この燈こそ、強い信仰心であり、お題目による

エネルギーなのです。

皆様が持つ浄い心を以て、他者に思いを寄せ、冷静に適切な行動を心掛けましょう。これが人々を、

延いては社会全体を救う一歩へと繋がります。私たちが暮らすこの世界は、数多の繋がりの中で生き

る慶びに満ちております。この素晴らしい世界を取り戻す為、異体同心して心を繋ぎ合い、困難を乗

り越えて参りましょう。

２０２０（令和２）年４月１７日

新型コロナウイルス発生以降の宗派対応

特 集 ～新型コロナウイルス感染症に対する宗派の対応～コロナ禍に向き合う
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【
第
九
回
評
議
員
会
概
要
】

　決
議
日：令
和
二
年
六
月
九
日

　
　議
案（
全
議
案
承
認
）：

　
　・令
和
元
年
度
貸
借
対
照
表
及
び
正
味

　
　  財
産
増
減
計
算
書
並
び
に
附
属
明
細
書

 

　
　 に
つ
い
て
承
認
す
る
こ
と

　
　・定
款
第
十
五
条
第
一
号
の
定
め
に
よ
る

　
　  理
事
及
び
監
事
各
々
の
選
任
に
つ
い
て

　
　  承
認
す
る
こ
と

　本
年
六
月
十
日
を
決
議
日
と
し
た
第
二
十

九
回
理
事
会
に
お
い
て
、第
九
回
評
議
員
会

で
選
任
さ
れ
た
理
事
の
中
か
ら
、第
三
十
四

期
理
事
長
及
び
事
務
総
長
が
書
面
決
議
を
以

っ
て
選
定
さ
れ
た
。理
事
長
及
び
事
務
総
長

は
左
記
の
通
り
。

　○
第
三
十
四
期
理
事
長

 

戸
松
義
晴

　
　
　
　
　（浄
土
宗
）

　○
第
三
十
四
期
事
務
総
長

 

木
全
和
博

　
　
　
　
　（真
宗
大
谷
派
）

　ま
た
、第
三
十
四
期
理
事
長
及
び
事
務
総

長
を
除
く
、十
八
名
の
理
事
の
職
務
担
当
に

つ
い
て
、原
案
通
り
賛
同
さ
れ
た
。

【
第
二
十
九
回
理
事
会
概
要
】

　決
議
日：令
和
二
年
六
月
十
日

　
　議
案（
全
議
案
承
認
）：

　
　・定
款
第
二
十
二
条
第
二
項
の
定
め
に

　
　 よ
る
理
事
長
の
選
定
に
つ
い
て

　協
議
事
項（
全
事
項
賛
同
）：

　
　・理
事
の
職
務
担
当
に
つ
い
て

第
三
十
四
期
理
事
長
・
事
務
総
長
が
決
定

令
和
元
年
度
決
算
等
が
全
会
一
致
で
承
認

お問い合わせは本会まで<03-3437-9275>

「
救
援
基
金
」寄
附
者
一
覧

ご
支
援
、誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

総
計
　四
　一
五
一
　三
二
四
円

賛
助
会
員
募
集

本
会
で
は
賛
助
会
員
を
募
集
し
て
お
り
ま
す
。全
国
の
ご
寺
院
を

は
じ
め
、企
業
や
団
体
、個
人
と
し
て
ご
入
会
い
た
だ
け
ま
す
。入

会
等
の
詳
細
は
本
会
w
e
b
サ
イ
ト
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

http://w
w
w
.jbf.ne.jp/about/

index/about_m
em
ber.htm

l

　本
年
五
月
二
十
六
日
を
決
議
日
と
し
た
第

二
十
八
回
理
事
会
で
、令
和
元
年
度
事
業
報

告
及
び
決
算
が
書
面
決
議
を
以
っ
て
承
認
さ

れ
た
。

　
【
第
二
十
八
回
理
事
会
概
要
】

　決
議
日：令
和
二
年
五
月
二
十
六
日

　
　議
案（
全
議
案
承
認
）：

　
　・令
和
元
年
度
事
業
報
告
に
つ
い
て

　
　  承
認
す
る
こ
と

　
　・令
和
元
年
度
決
算
に
つ
い
て

　
　  承
認
す
る
こ
と

　
　・評
議
員
会
の
決
議
の
内
容
に
つ
い
て

　
　  承
認
す
る
こ
と
　

　報
告
事
項：

　
　・第
四
十
五
回
全
日
本
仏
教
徒
会
議

　
　 島
根
大
会
延
期
に
つ
い
て

　本
年
六
月
九
日
を
決
議
日
と
し
た
第
九
回

評
議
員
会
に
お
い
て
、第
三
十
四
期
の
理
事

及
び
監
事
が
書
面
決
議
を
以
っ
て
決
議
さ
れ

た
。理
事
及
び
監
事
は
左
記
の
通
り
。

　○
第
三
十
四
期
理
事：二
十
名

　成
田
隆
真（
曹
洞
宗
）
　
　
　
　
　
　
　
　

　松
原
功
人（
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
）

　木
全
和
博（
真
宗
大
谷
派
） 

　戸
松
義
晴（
浄
土
宗
）

　木
内
隆
志（
日
蓮
宗
）
　
　
　
　
　
　
　
　

　添
田
隆
昭（
高
野
山
真
言
宗
）

　上
沼
雅
龍（
臨
済
宗
妙
心
寺
派
）
　
　
　
　

　杜
多
徳
雄（
天
台
宗
）

　小
峰
立
丸（
真
言
宗
智
山
派
）
　
　
　
　
　

　小
島
一
雄（
真
言
宗
豊
山
派
）

　岡
野
正
純（
孝
道
教
団
）

　吉
田
明
良（
和
宗
）

　守
山
雄
順（
聖
観
音
宗
）

　一
宮
良
範（
念
法
眞
教
）
　
　
　
　
　
　
　

　新
美
昌
道（
東
京
都
仏
教
連
合
会
）
　
　
　

　井
澤
孝
一（
神
奈
川
県
仏
教
会
）

　松
永
直
樹（
山
梨
県
仏
教
会
）

　長
澤
香
静（（
一
財
）京
都
府
仏
教
会
）

　本
山
瑞
峰（
岡
山
県
佛
教
会
）

　青
木
晴
美 ((

公
財)

仏
教
伝
道
協
会)

　○
第
三
十
四
期
監
事：三
名

　三
吉
廣
明（
法
華
宗（
本
門
流
））

　倉
持
秀
裕（（
一
財
）埼
玉
県
佛
教
会
）
　

　木
村
匡
成 (

公
認
会
計
士)

※

順
不
同 

敬
称
略

第
二
十
八
回
理
事
会

第
九
回
評
議
員
会

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

へ
の
本
会
の
取
り
組
み

【
二
〇
二
〇（
令
和
二
）年
三
月
一
日
〜
七
月
三
十
日
】

（
時
系
列
順・敬
称
略
）

齊
藤
清
美

小
千
谷
市
仏
教
会

W
F
B
（
世
界
仏
教
徒
連
盟
）

足
利
仏
教
会

浄
土
宗
西
山
禅
林
寺
派

気
仙
沼
仏
教
会

有
限
会
社 

新
宿
ア
カ
ウ
ン
テ
ィ
ン
グ
オ
フ
ィ
ス

建
福
寺
（
埼
玉
県
）

匿
名
希
望
　三
件

「
賛
助
会
員
」新
規
入
会
者
一
覧

〈
個
人
会
員
〉

邊
見 

由
峰
（
香
川
県
）

〈
営
利
会
員
〉

キ
ヤ
ノ
ン
プ
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
プ
リ
ン
テ
ィ
ン
グ

シ
ス
テ
ム
ズ
株
式
会
社

株
式
会
社
　鎌
倉
新
書

株
式
会
社
ミ
ツ
ウ
ロ
コ
ヴ
ェ
ッ
セ
ル

ご
入
会
、誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

【
二
〇
二
〇（
令
和
二
）年
一
月
一
日
〜
七
月
三
十
一
日
】

                               （
時
系
列
順・敬
称
略
）

　三
月
末
か
ら
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
の
急
激
な
感
染
拡
大
と
、四
月
七
日
の
政
府
に

よ
る
緊
急
事
態
宣
言
を
受
け
て
、本
会
は
国
か
ら

認
可
を
受
け
る
公
益
財
団
法
人
と
し
て
の
社
会

的
責
務
を
果
た
す
た
め
、四
月
八
日
か
ら
自
宅
勤

務
を
原
則
と
し
て
事
務
所
を
閉
所
し
ま
し
た
。

　そ
の
後
、五
月
四
日
に
緊
急
事
態
宣
言
が
五
月

末
ま
で
延
長
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、同
期
間
ま
で
閉

所
期
間
を
延
長
し
ま
し
た
。五
月
二
十
五
日
に
緊

急
事
態
宣
言
は
解
除
さ
れ
ま
し
た
が
、本
会
で
は

ク
ラ
ス
タ
ー（
集
団
感
染
）の
リ
ス
ク
回
避
の
た

め
、五
月
二
十
七
日
よ
り
現
在
ま
で
職
員
を
二
つ

の
班
に
分
け
、事
務
所
勤
務
と
自
宅
勤
務
を
週
ご

と
の
交
代
制
に
、ま
た
業
務
時
間
を
午
前
十
時
か

ら
午
後
四
時
へ
と
短
縮
し
て
お
り
ま
す
。

　四
月
七
日
に
は
本
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上「
新

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
関
す
る
葬
儀・

法
要
な
ど
に
つ
い
て
の
お
願
い
」(http://w

w
w
.

jbf.ne.jp/activity/3474/3483/3809.html

）に
て
、葬
儀
や

法
要
の
場
が
ク
ラ
ス
タ
ー
と
な
ら
な
い
よ
う
に

呼
び
か
け
る
と
共
に
、各
宗
派
の
コ
ロ
ナ
対
策
の

情
報
を
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上
に
集
約
す
る
こ
と
を

始
め
ま
し
た
。

　五
月
十
二
日
に
は
コ
ロ
ナ
禍
に
お
け
る
寺
院
の
現

状
を
把
握
す
る
べ
く「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

に
よ
る
影
響
に
つ
い
て（
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
）」（

http://www.jbf.ne.jp/activity/3474/3483/3819.html

）を

実
施
。五
月
末
ま
で
の
結
果
を
中
間
報
告
と
し
て

ま
と
め
て
い
ま
す
。(http://www.jbf.ne.jp/activity/

3474/3483/3839.htm
l)

ご
参
考
く
だ
さ
い
。

,

,

第
二
十
九
回
理
事
会

　本会では、全一仏教運動と世界平和の進展に寄与するため、災害救援並びに人道的支援などの活動を行う「救援基金」へのご寄附を常時受け付けておりま
す。これまで、加盟団体をはじめ個人や寺院、各地の仏教会や企業などの多くの皆さまからのご協力をいただいてまいりました。
　お寄せいただきました救援基金は、被害状況などを考慮しながら、加盟団体や関係機関などに寄託し、現地の救援活動を支援するほか、災害救援活動助成
金として被災地でボランティア活動・保養活動を行っている団体へ助成を行ってまいります。
　近年、毎年のように大きな自然災害に見舞われ、多くの被害が発生しております。今こそ皆さまの温かなご支援が必要です。本会の救援基金の趣旨にご理
解いただき、つつしんでお願い申しあげます。

～支えあう心　あなたの支えが救援の力となります～

お問い合わせ先　全日本仏教会　財務部　tel 03-3437-9275

　【郵便振替口座】
　口座番号　00110－9－704834
　口座名義人　全日本仏教会救援基金

「救援基金」へご寄附のお願い

・本会「救援基金」への寄附は東京都の条例指定対象寄附金です。寄
附を行った個人・法人の方は、所轄の税務署へ本会発行の領収証を
添付して申告することにより、所得税の寄附金控除の適用が受け
られます。
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が
書
面
決
議
を
以
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　小
島
一
雄（
真
言
宗
豊
山
派
）

　岡
野
正
純（
孝
道
教
団
）

　吉
田
明
良（
和
宗
）

　守
山
雄
順（
聖
観
音
宗
）

　一
宮
良
範（
念
法
眞
教
）
　
　
　
　
　
　
　

　新
美
昌
道（
東
京
都
仏
教
連
合
会
）
　
　
　

　井
澤
孝
一（
神
奈
川
県
仏
教
会
）

　松
永
直
樹（
山
梨
県
仏
教
会
）

　長
澤
香
静（（
一
財
）京
都
府
仏
教
会
）

　本
山
瑞
峰（
岡
山
県
佛
教
会
）

　青
木
晴
美 ((

公
財)

仏
教
伝
道
協
会)

　○
第
三
十
四
期
監
事：三
名

　三
吉
廣
明（
法
華
宗（
本
門
流
））

　倉
持
秀
裕（（
一
財
）埼
玉
県
佛
教
会
）
　

　木
村
匡
成 (

公
認
会
計
士)

※

順
不
同 

敬
称
略

第
二
十
八
回
理
事
会

第
九
回
評
議
員
会

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

へ
の
本
会
の
取
り
組
み

【
二
〇
二
〇（
令
和
二
）年
三
月
一
日
〜
七
月
三
十
日
】

（
時
系
列
順・敬
称
略
）

齊
藤
清
美

小
千
谷
市
仏
教
会

W
F
B
（
世
界
仏
教
徒
連
盟
）

足
利
仏
教
会

浄
土
宗
西
山
禅
林
寺
派

気
仙
沼
仏
教
会

有
限
会
社 

新
宿
ア
カ
ウ
ン
テ
ィ
ン
グ
オ
フ
ィ
ス

建
福
寺
（
埼
玉
県
）

匿
名
希
望
　三
件

「
賛
助
会
員
」新
規
入
会
者
一
覧

〈
個
人
会
員
〉

邊
見 

由
峰
（
香
川
県
）

〈
営
利
会
員
〉

キ
ヤ
ノ
ン
プ
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
プ
リ
ン
テ
ィ
ン
グ

シ
ス
テ
ム
ズ
株
式
会
社

株
式
会
社
　鎌
倉
新
書

株
式
会
社
ミ
ツ
ウ
ロ
コ
ヴ
ェ
ッ
セ
ル

ご
入
会
、誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

【
二
〇
二
〇（
令
和
二
）年
一
月
一
日
〜
七
月
三
十
一
日
】

                               （
時
系
列
順・敬
称
略
）

　三
月
末
か
ら
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
の
急
激
な
感
染
拡
大
と
、四
月
七
日
の
政
府
に

よ
る
緊
急
事
態
宣
言
を
受
け
て
、本
会
は
国
か
ら

認
可
を
受
け
る
公
益
財
団
法
人
と
し
て
の
社
会

的
責
務
を
果
た
す
た
め
、四
月
八
日
か
ら
自
宅
勤

務
を
原
則
と
し
て
事
務
所
を
閉
所
し
ま
し
た
。

　そ
の
後
、五
月
四
日
に
緊
急
事
態
宣
言
が
五
月

末
ま
で
延
長
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、同
期
間
ま
で
閉

所
期
間
を
延
長
し
ま
し
た
。五
月
二
十
五
日
に
緊

急
事
態
宣
言
は
解
除
さ
れ
ま
し
た
が
、本
会
で
は

ク
ラ
ス
タ
ー（
集
団
感
染
）の
リ
ス
ク
回
避
の
た

め
、五
月
二
十
七
日
よ
り
現
在
ま
で
職
員
を
二
つ

の
班
に
分
け
、事
務
所
勤
務
と
自
宅
勤
務
を
週
ご

と
の
交
代
制
に
、ま
た
業
務
時
間
を
午
前
十
時
か

ら
午
後
四
時
へ
と
短
縮
し
て
お
り
ま
す
。

　四
月
七
日
に
は
本
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上「
新

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
関
す
る
葬
儀・

法
要
な
ど
に
つ
い
て
の
お
願
い
」(http://w

w
w
.

jbf.ne.jp/activity/3474/3483/3809.html

）に
て
、葬
儀
や

法
要
の
場
が
ク
ラ
ス
タ
ー
と
な
ら
な
い
よ
う
に

呼
び
か
け
る
と
共
に
、各
宗
派
の
コ
ロ
ナ
対
策
の

情
報
を
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上
に
集
約
す
る
こ
と
を

始
め
ま
し
た
。

　五
月
十
二
日
に
は
コ
ロ
ナ
禍
に
お
け
る
寺
院
の
現

状
を
把
握
す
る
べ
く「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

に
よ
る
影
響
に
つ
い
て（
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
）」（

http://www.jbf.ne.jp/activity/3474/3483/3819.html

）を

実
施
。五
月
末
ま
で
の
結
果
を
中
間
報
告
と
し
て

ま
と
め
て
い
ま
す
。(http://www.jbf.ne.jp/activity/

3474/3483/3839.htm
l)

ご
参
考
く
だ
さ
い
。

,

,

第
二
十
九
回
理
事
会

　本会では、全一仏教運動と世界平和の進展に寄与するため、災害救援並びに人道的支援などの活動を行う「救援基金」へのご寄附を常時受け付けておりま
す。これまで、加盟団体をはじめ個人や寺院、各地の仏教会や企業などの多くの皆さまからのご協力をいただいてまいりました。
　お寄せいただきました救援基金は、被害状況などを考慮しながら、加盟団体や関係機関などに寄託し、現地の救援活動を支援するほか、災害救援活動助成
金として被災地でボランティア活動・保養活動を行っている団体へ助成を行ってまいります。
　近年、毎年のように大きな自然災害に見舞われ、多くの被害が発生しております。今こそ皆さまの温かなご支援が必要です。本会の救援基金の趣旨にご理
解いただき、つつしんでお願い申しあげます。

～支えあう心　あなたの支えが救援の力となります～

お問い合わせ先　全日本仏教会　財務部　tel 03-3437-9275

　【郵便振替口座】
　口座番号　00110－9－704834
　口座名義人　全日本仏教会救援基金

「救援基金」へご寄附のお願い

・本会「救援基金」への寄附は東京都の条例指定対象寄附金です。寄
附を行った個人・法人の方は、所轄の税務署へ本会発行の領収証を
添付して申告することにより、所得税の寄附金控除の適用が受け
られます。
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宗教法人運営のための
法律入門

宗教法人の管理運営　10

作成・監修 弁護士　長谷川正浩

代表役員代務者・責任役員代務者②

「
ぶ
っ
ぽ
う
そ
う
（
仏
法
僧
）」
で
は
専
門
家
や
大
人
だ
け
で
は
な
く
、

子
ど
も
で
も
分
か
り
や
す
い
言
葉
や
内
容
を
心
が
け
て
、

日
々
の
生
活
に
役
立
ち
活
か
し
て
い
け
る
法
話
を
紹
介
い
た
し
ま
す
。

法
話

10

ぶ
っ
ぽ
う
そ
う

　「あの赤いの食べてみたい」
　裏庭の、赤い実を指さす子どもたち。
　「毒があるから、ダメよ。」
　間違った知識で、毎年、答えていたわたし。しかし、ステイホーム生活の中で、じっくりと過
ごすようになり、その赤い実をまじまじ見つめて調べてみると、「草いちご」という食べられ
る野いちごではありませんか。丸く甘い草いちごをいただくと、幼い子どもたちも舌鼓を
打ってよろこびました。これをきっかけに、私は身近な野草に目を向けるようになりました。
　子どもたちと境内で摘んだお花や野草のいのちをいただき、まるでおままごとのようにお
料理します。
　子どもたちの小さい指でむいてくれる、からすのえんどうの豆ごはん。
　コロコロ粘土遊びのように、母子草団子。
　お花でいっぱい、ハルジオンとタンポポのかきあげ。
　蝶々になった気分で、つつじの花の蜜吸い。
　境内や、お参りの道中に見つけた野草をちょうだいし、いのちの活力と季節を感じること
は、ドタバタ生活だった私の心身を底から癒やしてくれました。そして、野草のお食事を通し
て、私のいのちが、あらゆる尊いいのちに支えられてあることを知らされます。
　名も無い草を調べると、名も無い草などなく、私が名前を知らなかっただけでありました。
どんな野草にも名前があり、それぞれに特徴があります。「雑草」と、ひとくくりにしていた草
むらに、キラキラとしたいのちの息吹と個性を感じます。
　「一々のはなのなかよりは　三十六百千億の
　　光明てらしてほがらかに　いたらぬところはさらになし」
　これは、曇鸞さまの『讃阿弥陀仏偈』の漢詩を、親鸞さまが和讃にしたものです。その内容
は、「一つ一つの花にはかり知れない光があり、その光はどこまでも届く」というのです。
　小さな花に宿る、大きないのちの光とは仏さまの光明でありましょう。ひとことで表わす
ならば、「一即一切」。つまり、一つの花の中に、無限の光があるというのです。可憐な花も、ト
ゲや毒のある草花も、そして私たちも、常に仏の光に照らされており、その光を受けて、その
ままに輝く存在なのだと味わわれます。
　ふと、光に触れたのでしょうか、気づかずに通り過ぎてしまうような路地の草
花に、子どもたちは振り向きました。しゃがみ込んだ先は、コンクリートの割れ目
から顔を出しているナガミヒナゲシです。日頃、私の都合で草引きしてしまう草
花。踏まれても、けなげに咲き、雨が降っても、風に吹かれても、生きようとする姿
に胸を打たれました。草花のいのちの光が私たちに「生きる」ということを教えて
くれているのでしょうか。
　さて、ようやく始まった小学校から、娘が帰ってきました。ランドセルを下ろすと、
　「ねえ、帰り道に見つけたんだけど、なんだろう・・・。」
　どうやら、今日もまた、草花のいのちの光にであったようです。

　代務者の選任方法は規則で定めなければなりません。通常，代表役員代務者の選び方は，充当制と任命制に分
かれます。この充当制や任命制の説明は代表役員の項で述べましたので参照してください（No.642 2019年7
月「宗教法人の管理運営（６）」参照）。
　責任役員代務者の選任方法にはいくつかの例があります。例えば，総代が選定して代表役員が任命するもの，
他の責任役員及び総代の同意を得て代表役員が選任する方法，その他の宗教法人の機関が選任する方法等々
があります。いずれの場合でも，選任方法は宗教法人規則に必ず記載しなければならない事項です（宗教法人法
第１２条１項５号）。

三浦 明利プロフィール

＜代務者の選任方法＞　

　代務者の職務は宗教法人規則に定められたとおり，代表役員または責任役員に代わってその職務を行うこと
です（宗教法人法第２０条２項）。その権限の範囲も宗教法人規則に定めるところによりますから（宗教法人法第
１２条１項５号），法人における重要な事務である財産処分や包括関係の設定または廃止や合併・解散等に関し
て，代務者の職務権限を制限することは可能です。
　宗教法人規則に定めのない場合には，代表役員または責任役員と同様の権限を行使できると考えられていま
す。が，通常は法人の事務に支障がない限り，代表役員代務者については職務の臨時性にかんがみ，控え目にす
ることが望まれます。

＜代務者の職務権限＞　

　代表役員代務者及び責任役員代務者の任期は，代務者を置く必要のある事情や理由が存続している間です。
従ってその事情や理由がなくなれば任期は終了し，代務者は当然退任することになります。このことは通常宗教
法人規則に明記されています。
　例えば代表役員が病気のためその代務者を置いた場合，その後代表役員が死亡したときには，今までの代表
役員代務者は当然のことながら退任します。その上で新しく代表役員を選任するか，それが困難な場合には，新
たに代表役員代務者を選任することになります。
　退任・辞任・解任等については責任役員や代表役員の場合と同様ですから，そこで述べたところを参照して下
さい（No.641 2019年4月 「宗教法人の管理運営（５）参照）。

＜代務者の任期＞

　代表役員代務者についても公示が必要となります。公示の方法については代表役員の場合と同じです。即ち，
代表役員代務者の公示方法は，まず登記です。宗教法人法は代表権を有する者の氏名や住所及び資格を登記し
なければならない旨を規定しています（宗教法人法第５２条２項６号）。代表役員や代表役員代務者に異動があ
る場合には，変更の登記をしなければなりません（宗教法人法第５３条）。
　登記以外の公示として役員名簿の作成と備え付けがあげられます。宗教法人法は宗教法人の事務所に役員名
簿を備え付けることを義務づけています（宗教法人法第２５条２項２号）。この役員のなかには代表役員代務者
も含まれています。

＜代表役員代務者の公示＞

　責任役員も責任役員代務者も登記することは不用です。しかし，役員名簿に記載しなければならないことは，
代表役員と同じです。 

＜責任役員代務者の公示＞

『名も知らぬ野草』

（みうらあかり）　光明寺住職（浄土真宗本願寺派）／シンガーソングライター

2008年光明寺住職就任。2011年CD「ありがとう」でシンガーソングライターとしてメジャーデビュー　
著書：『わたし、住職になりました』（アスペクト刊）
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　「一々のはなのなかよりは　三十六百千億の
　　光明てらしてほがらかに　いたらぬところはさらになし」
　これは、曇鸞さまの『讃阿弥陀仏偈』の漢詩を、親鸞さまが和讃にしたものです。その内容
は、「一つ一つの花にはかり知れない光があり、その光はどこまでも届く」というのです。
　小さな花に宿る、大きないのちの光とは仏さまの光明でありましょう。ひとことで表わす
ならば、「一即一切」。つまり、一つの花の中に、無限の光があるというのです。可憐な花も、ト
ゲや毒のある草花も、そして私たちも、常に仏の光に照らされており、その光を受けて、その
ままに輝く存在なのだと味わわれます。
　ふと、光に触れたのでしょうか、気づかずに通り過ぎてしまうような路地の草
花に、子どもたちは振り向きました。しゃがみ込んだ先は、コンクリートの割れ目
から顔を出しているナガミヒナゲシです。日頃、私の都合で草引きしてしまう草
花。踏まれても、けなげに咲き、雨が降っても、風に吹かれても、生きようとする姿
に胸を打たれました。草花のいのちの光が私たちに「生きる」ということを教えて
くれているのでしょうか。
　さて、ようやく始まった小学校から、娘が帰ってきました。ランドセルを下ろすと、
　「ねえ、帰り道に見つけたんだけど、なんだろう・・・。」
　どうやら、今日もまた、草花のいのちの光にであったようです。

　代務者の選任方法は規則で定めなければなりません。通常，代表役員代務者の選び方は，充当制と任命制に分
かれます。この充当制や任命制の説明は代表役員の項で述べましたので参照してください（No.642 2019年7
月「宗教法人の管理運営（６）」参照）。
　責任役員代務者の選任方法にはいくつかの例があります。例えば，総代が選定して代表役員が任命するもの，
他の責任役員及び総代の同意を得て代表役員が選任する方法，その他の宗教法人の機関が選任する方法等々
があります。いずれの場合でも，選任方法は宗教法人規則に必ず記載しなければならない事項です（宗教法人法
第１２条１項５号）。

三浦 明利プロフィール

＜代務者の選任方法＞　

　代務者の職務は宗教法人規則に定められたとおり，代表役員または責任役員に代わってその職務を行うこと
です（宗教法人法第２０条２項）。その権限の範囲も宗教法人規則に定めるところによりますから（宗教法人法第
１２条１項５号），法人における重要な事務である財産処分や包括関係の設定または廃止や合併・解散等に関し
て，代務者の職務権限を制限することは可能です。
　宗教法人規則に定めのない場合には，代表役員または責任役員と同様の権限を行使できると考えられていま
す。が，通常は法人の事務に支障がない限り，代表役員代務者については職務の臨時性にかんがみ，控え目にす
ることが望まれます。

＜代務者の職務権限＞　

　代表役員代務者及び責任役員代務者の任期は，代務者を置く必要のある事情や理由が存続している間です。
従ってその事情や理由がなくなれば任期は終了し，代務者は当然退任することになります。このことは通常宗教
法人規則に明記されています。
　例えば代表役員が病気のためその代務者を置いた場合，その後代表役員が死亡したときには，今までの代表
役員代務者は当然のことながら退任します。その上で新しく代表役員を選任するか，それが困難な場合には，新
たに代表役員代務者を選任することになります。
　退任・辞任・解任等については責任役員や代表役員の場合と同様ですから，そこで述べたところを参照して下
さい（No.641 2019年4月 「宗教法人の管理運営（５）参照）。

＜代務者の任期＞

　代表役員代務者についても公示が必要となります。公示の方法については代表役員の場合と同じです。即ち，
代表役員代務者の公示方法は，まず登記です。宗教法人法は代表権を有する者の氏名や住所及び資格を登記し
なければならない旨を規定しています（宗教法人法第５２条２項６号）。代表役員や代表役員代務者に異動があ
る場合には，変更の登記をしなければなりません（宗教法人法第５３条）。
　登記以外の公示として役員名簿の作成と備え付けがあげられます。宗教法人法は宗教法人の事務所に役員名
簿を備え付けることを義務づけています（宗教法人法第２５条２項２号）。この役員のなかには代表役員代務者
も含まれています。

＜代表役員代務者の公示＞

　責任役員も責任役員代務者も登記することは不用です。しかし，役員名簿に記載しなければならないことは，
代表役員と同じです。 

＜責任役員代務者の公示＞

『名も知らぬ野草』

（みうらあかり）　光明寺住職（浄土真宗本願寺派）／シンガーソングライター

2008年光明寺住職就任。2011年CD「ありがとう」でシンガーソングライターとしてメジャーデビュー　
著書：『わたし、住職になりました』（アスペクト刊）
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第4回花まつりデザイン募集
募集要項

プロ・アマチュア問わず、すべての方に応募いただけます。
（ただし、作品採用の場合、修正や転用に応じられること）応募資格

未発表のオリジナル作品で、仏教行事である「花まつり」を題材として自由に作品を
描いてください。なお、作品に文字は入れないでください。
（例：お釈迦さまに甘茶をかける場面、ご誕生をお祝いする場面、寺院の行事やイベントの場面など）

応募条件

作品規定
素材・画材・技法は自由（デジタル作品も可）、立体物は不可
応募する作品は、下記のサイズを参考に制作してください。（複数応募可）

用　　 紙：A3サイズ以上 （ 297mm×420mm 以上 ）
デジタル：300dpi以上 （15MB 以上、5000×7000ピクセル 以上 ）●募集作品サイズ●

審査方法
10月に審査会を開催し、大賞作品には主催者より連絡します。
審査に関しての電話やメールでの問い合わせはご遠慮ください。

応募方法
本会webサイトより応募用紙をダウンロードし必要事項を明記の上、1作品につき1部同封
してください。作品は折り曲げずに（筒状は可）郵送してください。
（デジタル作品もカラー出力後、郵送にて受付となります。）

公益財団法人 全日本仏教会 広報文化部
〒105-0011 東京都港区芝公園4-7-4 明照会館2階
TEL:03-3437-9275　FAX:03-3437-3260

作品送付先・お問い合わせ

応募締切

※当日消印有効

9月30日（水）
2020年

まで

第1回ポスター大賞作品 第2回ポスター大賞作品 第3回ポスター大賞作品
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